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厚 生 労働 省 発 表  

平成20年10月10日  

平成20年度乳幼児突然死症候群（SIDS）  

対策強化月間（11月）の実施について  

1 SIDSとは   

乳幼児突然死症候群（SIDS：Suddenlnfant Death Syndrome）は、それまで元素  

だった赤ちやんが、事故や窒息ではなく眠っている間に突然死亡してしまう病気です‥、   

発症は年々減少傾向にはありますが、平成19年においては全国で158人の赤ちや  
～が⊆申痍奏で亡くな？ており、1歳未満の乳児の死亡原因の第3位となっています。   

発症原因はまだわかっていませんが、以下のぞl；示すし†く？かの∈と！こ竪責する∈と  

lこ皐サ、壬一¢病真の発症率が低下することが研究により明らかになっています。  

乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間を開始した平成11年度以降、この病気で亡  

くなる赤ちやんの人数は着実に減少しています。  

（人）  

328   



2 乳幼児突然死症候群（SIDS）発症の危険性を低くするための留意点  

（A）赤ちやんを寝かせるときは、あおむけ寝にしましょう。  

うつぶせに寝かせたときの方が、あおむけ寝の場合に比べて乳幼児突然死症候群（S  

IDS）の発症率が高いということがわかっています。うつぶせ寝が乳幼児突然死症候群  

（SIDS）を引き起こすものではありませんが、医学上の理由でうつぶせ寝をすすめられ   

ている場合以外は、赤ちやんの顔が見えるあおむけに寝かせるようにしましょう。  

（B）、できるだ   

母乳による育児が赤ちやんにとって最適であることは良く知られています。人工乳  

が乳幼児突然死症候群（SIDS）を引き起こすものではありませんが、できるだけ母乳で  

育てるようにしましょう。   

（C）妊娠中や赤ちやんの周囲で、たばこを吸わないようにしましようぃ   

たばこは、乳幼児突然死症候群（SIDS）発症の大きな危険因子です。妊婦自身の喫煙  
はもちろんのこと、妊婦や赤ちやんのそばでの喫煙もよくありません。妊娠したらた  

ばこはやめましょう。  

3 乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間の趣旨   

平成11年度より、11月を乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間と定め、乳幼児  

突然死症候群（SIDS）に対する社会的関心の喚起を図るとともに、重点的な普及啓発活動  

を実施しています。   

平成20年度においても同様に、11月の対策強化月間を中心に、関係行政機関、関  

係団体等において各種の普及啓発活動を行うなど、乳幼児突然死症候群（SIDS）の予防に  

関する取組の推進を図ります。   

＜主な取組＞  

・①あおむけ寝、②母乳哺育、③保護者等の禁煙の3つの望ましい育児習慣等につ  

いて、ポスターおよびリーフレットの活用による全国的な啓発活動。  

「健やか親子21」国民運動における全国的な啓発活動の展開。  

「乳幼児突然死症候群（SIDS）に関するガイドライン」（平成17年4月公表）の内  

容の周知・普及。  

・関係行政機関、関係団体等を通じて、医療機関等に対し、「乳幼児突然死症候群   

（SIDS）の診断の手引き」の内容を参考とし、検案を行う際は、乳幼児突然死症候群   

（SIDS）と虐待又は窒息事故とを鑑別するためにも、的確な対応を行うこと、必要に  

応じ、保護者に対し乳幼児の解剖を受けることを勧めることを依頼。  

4 期 日  

平成20年11月1日（土）から11月30日（日）まで。  

ただし、地域の実情に応じ、期間延長等の変更は差し支えないものとしています。   



5 主 唱  

厚生労働省  

6 乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断の手引きについて   

平成18年度厚生労働科学研究（子ども家庭総合研究事業）「乳幼児突然死症候群  

（SIDS）における科学的根拠に基づいた病態解明および予防法の開発に関する研究」  

（主任研究者：戸苅創名古屋市立大学大学院教授）において、乳幼児突然死症候群（SIDS）  

診断のための「乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断の手引き」を作成しました。  

乳幼児突然死症候群（SIDS）診断の手引き   

http：／／www．mhlw．go．」p／bunya／kodomo／boshi－hokenO6／index．htm［  
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参考 「乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断の手引き」概要   

定 義＝ それまでの健康状態および既往歴からその死亡が予測できず、しかも死亡状況等  

調査および解剖検査によってもその原因が同定されない、原則として1歳未満の児  
に突然の死をもたらした症候群。  

疾患概念＝ 主として睡眠中に発症し、日本での発症頻度はおおよそ出生4，000人に1人と推l  
定され、生後2カ月から6カ月に多く、稀には1歳以上で発症することがある。  l  

篭  

診  断：乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断は剖検および死亡状況調査に基づいて行う。  
やむをえず解剖がなされない場合および死亡状況調査が実施されない場合は、診  

断が不可能である。従って、死亡診断書（死体検案書）の死因分類は「12．不詳」  

とする。  
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解  剖：異状死と判断されたら検視ののち法医解剖（主として行政解剖）あるいは病理  
解剖を行う（フローチャート図）。   

鑑別診断‥ 乳幼児突然死症候群（StDS）は除外診断ではなく一つの疾患単位であり、その診  
断のためには、乳幼児突然死症候群（SIDS）以外に突然の死をもたらす疾患および  
窒息や虐待などの外因死との鑑別が必要である。診断分類は日本StDS学会の分類  
を参照する。   

問診チェックリ訃＝ 乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断に際しては「問診・チェックリスト」を死亡  

状況調査に活用する。  

【参考資料】   

1 乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間実施要綱   

2 普及啓発用ポスター   

3 普及啓発用リーフレット  



参考1  

乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間実施要綱  

1 名 称   

乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間  

2 趣 旨   

乳幼児突然死症候群（SIDS）とは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児に突然の死をも   

たらす疾患であり、乳児の死亡原因の上位を占めていることから、その発生の低減を図   

るための対応が強く求められている。   

また、これまでの研究により、「うつ伏せ寝」、「人工栄養晴育」、「保護者等の習慣的喫   

煙」が乳幼児突然死症候群（SIDS）発生の危険性を相対的に高めるとの結果が得られてい   

る。  

これらを踏まえ、平成11年度より11月を乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間   

と定め、乳幼児突然死症候群（SLDS）に対する社会的関心の喚起を図るとともに、重点的   

な普及啓発活動を実施してきたところであるが、平成20年度においても同様に、11   

月の対策強化月間を中心として、関係行政機関、関係団体等において各種の普及啓発活   

動を行うなど、乳幼児突然死症候群（S柑S）の予防に関する取組の推進を図るものである。   

また、平成20年度の対策強化月間においては、平成19年度に引き続き、乳幼児突   

然死症候群（SIDS）の診断のための「乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断の手引き」（厚生   

労働科学研究（子ども家庭総合研究事業）「乳幼児突然死症候群（SIDS）における科学的   

根拠に基づいた病態解明および予防法の開発に関する研究」（主任研究者：戸苅創名古   

屋市立大学大学院教授））（別紙1）の内容の周知・普及にも十分留意することとする。   

なお、11月を対策弓壷化月間と定める理由は、12月以降の冬期に乳幼児突然死症候   

群（S用S）が発生する傾向が高いことから、発生の予防に対する普及啓発を重点的に行う   

必要があるためである。  

3 期 日   

平成20年11月1日（土）から平成20年11月30日（日）   

ただし、地域の実情に応じ、期間延長等の変更は差し支えない。  

4 主 唱  

厚生労働省  

5 協 力   

健やか親子21推進協議会（別紙2）   



6 平成20年度における実施方法  

（1）厚生労働省  

厚生労働省は、関係行政機関、関係団体等と連携し、乳幼児突然死症候群（SIDS）の   

診断のための「乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断の手引き」の内容の周知・普及並び   

に①うつ伏せ寝、②人工栄養晴育、③保護者等の習慣的喫煙の3つの避けるべき育児   

習慣等について、全国的な普及啓発活動の推進を図るため、次の取組を行う。  

一 普及啓発用ポスター及び普及啓発用り一フレツトを関係行政機関及び関係団体等  

に配布し、全国的な普及啓発活動を展開する。  

「健やか親子21」において、健やか親子21推進協議会の設置や全国大会の開  

催等により、乳幼児突然死症候群（SIDS）の予防に関する普及啓発活動等を着実に実  

施する。   

・関係行政機関、関係団体等を通じて、医療機関等に対し、「乳幼児突然死症候群（S  

IDS）の診断の手引き」の内容を参考とし、検案を行う際は、乳幼児突然死症候群（S  

IDS）と虐待や窒息事故とを鑑別するためにも、的確な対応を行うこと、必要に応じ、  

保護者に対し乳幼児の解剖を受けることを勧めることを依頼する。   

（2）都道府県、政令市及び特別区  

都道府県、政令市及び特別区は、関係行政機関、関係団体等との連携を密にし、そ   

れぞれの地域の実情に応じた広報計画及び実施計画を作成し、次の例を参考にしなが  

ら乳幼児突然死症候群（S柑S）の予防に関する普及啓発活動を推進する。  

なお、都道府県においては、市町村を含めた普及啓発活動の展開を図るなど、地域   

全体が一体となった取組が図られるよう留意する。  

また、取組に当たっては、乳幼児突然死症候群（S柑S）の診断のための「乳幼児突然   

死症候群（SIDS）の診断の手引き」の内容の周知・普及にも十分留意する。  

＜例＞  

① ポスター、リーフレット等の配布等による啓発活動の実施  

・厚生労働省が作成、配布する普及啓発用ポスター、リーフレットを活用し、  

地域の特性に応じた方法により、効率的、効果的な普及啓発活動を展開する。  

家庭だけではなく、児童福祉施設や医療機関等に対する啓発活動を実施する。  

■ 市区町村窓口等において、リーフレットを配布する。  

② 研修会、講習会、講演会、シンポジウム、街頭キャンペーン等を実施する。  

③ 妊産婦■乳幼児健康診査等の機会を利用し、子育て中の家庭への呼びかけ等を  

行う。   
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健やか親子21推進協議会参加団体  

乳幼児突然死症候群（SIDS）家族の会  

（社福）恩賜財団母子愛育会  

（財）家庭保健生活指導センター  

（社団）国民健康保険中央会  

子どもの心・体と環境を考える会  

（NPO）児童虐待防止協会  

（財）性の健康医学財団  

全国児童相談所長会  

全国児童相談所心理判定員協議会  

全国市町村保健活動協議会  

（社福）全国社会福祉協議会  

全国情緒障害児短期治療施設協議会  

全国助産師教育協議会  

（社団）全国へ◆ピーシッター協会  

全国保健所長会  

（社団）全国保健セント連 

全国保健師長会  

全国養護教諭連絡協議会  

（NPO）難病のこども支援全国ネットワーク  

（社団）日本医師会  

（社団）日本栄養士会  

（社団）日本家族計画協会  

（財）日本学校保健会  

（社団）日本看護協会  

日本公衆衛生学会  

（社団）日本産科婦人科学会  

（社団）日本歯科医師会  

日本思春期学会  

日本児童青年精神医学会  

（社団）日本小児科医会  

（社団）日本小児科学会  

日本小児看護学会  

日本小児救急医学会  

（社団）日本小児保健協会  

日本助産学会  

（社団）日本助産師会  

日本性感染症学会  

日本赤十字社  

日本タッチケア研究会  

日本保育園保健協議会  

（社福）日本保育協会  

（財）日本母子衛生助成会  

日本母性衛生学会  

（社団）日本産婦人科医会  

日本母乳の会  

（社団）日本薬剤師会  

（社団）日本理学療法士協会  

（財）母子衛生研究会  

（社団）母子保健推進会議  

（社団）母子用品指導協会  

日本小児歯科学会  

日本小児総合医療施設協議会  

有限責任中間法人日本周産期・新生児医学会  

日本学校保健学会  

日本小児神経学会  

（財）日本食生活協会  

全国病児保育協議会  

性と健康を考える女性専門家の会  

日本外来小児科学会  

日本糖尿病・妊娠学会  

日本母乳哺青学会  

（社団）日本女医会  

日本産業衛生学会  

日本小児循環器学会  

（社団）日本泌尿器科学会  

日本臨床心理士会  

全国母子保健推進員連絡協議会  

（財）児童健全育成推進財団  

（財）日本性教育協会  

すくすく子育て研究会  

（財）こども未来財団  

健康日本21推進フォーラム  

（財）母子健康協会  

日本不妊看護学会  

日本乳幼児精神保健研修研究会FOUR WtNDS  

（財）健康・体力づくり事業財団  

ユーコム（JFPA若者委員会）  

日本SIDS学会  

日本未熟児新生児学会  

財団法人 児童育成協会  

全国乳児福祉協議会  
全国児童養護施設協議会  

全国母子生活支援施設協議会  

全国保育協議会  

全国保育士会  

（85団体）   



2 普及啓発用ポスター  
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赤ちゃんの預か見えるよう仰向けて青かせることは、  

窒息や誤飲、ケカなとの事故を未然に防くためにも有効てす  

駁持コり津刃－、＝－、f上てi   

両親か喫煙する場合にSIDSの発症率か高くなるというテ一夕かあります 

赤ちゃんのそほては絶対禁煙てす 

また妊婦自身の禁煙はもちろん、身近な人の理解を得ることも重要てす  

－ ▲7メ／▼ごり噂乳も琶‘い∴＝ 

母字して育てられている乳児は、   

人工栄糞の乳児と比へてS旧Sの発症率か低いという調査結果があります  
人工乳かS旧Sを引き起こすものてはありませんか、てきるたけ母乳育児か望まれます  

（う厚生労働省国   



簡蚕不頓の乳建一琶業平琵窪緩君‡くS書〇S二さに貢ぎして、．衰たたち；諾さ電力＼でき萎た＼；：  

考えちれる3つの対策三  

原因が解明されていないS‡DSですか、これ宗での研究からSIDSの発症率を高める3つの因子があることが明らかになっていま  

それは（ぃうつぶせ寝、、2慨煙環境、3人工乳の3ってす 
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うつぶせ寝が仰向け嚢に比べてSIDSの発症率が  
高いという研究繕1が出ています。   

ホちやんの■が兄えるよう仰向けで寝かせることは、  
董息や■飲、ケガなとの事故を  
未然に防ぐためにも有効てす。  

十－イ ト  

；  

タ′∋＼．＝〉一．、ご  ・・1  

丙我が疇＃する■合に  
SIDSの黄塵率が■くなるというデータがあります。  

赤ちゃんのそばでは■対薫鍾です。  
また妊■自身の♯蠣はもちろん、  

身近愈人の理解を得ることも暮事です。   
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人工栄義の軋兄と比べてSIDSの梵盛事が  
低いという■董錨書かあります。  

人工九がSIDSを引き起こすものではありませんが、  
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＄ユニも．′ニ号室をプノセノト  

事破綻工三雄ティナ・  

健やか満子21では 子どt〉げ）不麻の奉納死亡∵」＿7し  

半減させiにとを目標に描け■ハ、ま1l‾  

このサイトに掲載されたチでリウリストを努華に÷ども  

の専拉を防ぐための育児環鳩の再点棉をしヨミレミ  
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鵡噂郎一て、．．＼ろ穀主産婿さん1・ 

妊娠や出産などを理由とした解雇は 男女雇用伊奈  
均等法で禁止されています′  
唾娠や出産なとを理由に会往から解雇さオlたり 意に  

；占われ、退職を強要さかたら、労働局檻用均等空に  

こ相罰∵たキい」・ラ「ル塀掛ア）た糾二調停制序ち∴  

をこ利用いただけま甘し無料I  

？労働着雇用均等蜜の連絡先√  
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「乳幼児突然死症候群（SIDS）の診断のためのガイドライン」およひ  

「乳幼児突然死症候群（S旧S）の診断の手引き」は、  

厚生労働省ホームページでご覧いただけます 
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」  健やか親子21は、21世紀の母子保健を推進する国民運動計画です  

健やか親子21では、  

乳児のS】DS死亡率を半減させることを目標に掲げています ‾－ 
二：丁．lて1  

それまで既往症もなく元1もだ・）た乳幼児（味掴としてl歳末沸）が、何の予兆もなく突然死亡する病丸で、  
f測ができないばかりか、死亡状況瀾企や精鋼検塵によ・つてもそゾ）輝閏が来だに解明されていません 

（う厚生労働省静  

お琵票、l写㌻ゼミ  

乳幼児突然死症候群（S旧S）については、各都道府県・市町村の母子保健担当課及び  

保健所一保健センターなとでご相談に応じています√  




